
 

北朝鮮の核実験等に対し更なる厳しい措置を求める意見書  

 

９月３日、北朝鮮は、６回目となる核実験を強行した。  

この核実験の直前、８月２９日には、我が国の上空を通過し、北海道沖に達す

る弾道ミサイルが発射されている。 

このように北朝鮮が、国際連合安全保障理事会決議に違反するとともに国際世

論を無視した暴挙を繰り返すことは、北東アジア地域ひいては国際社会の平和と

安定を著しく損なう重大な挑発行為であるとともに、我が国に対する直接的脅威

であり、断じて容認することはできない。 

国際社会からの非難を省みず、核実験や弾道ミサイルの発射を繰り返し実施す

ることは、核兵器廃絶と世界恒久平和の実現を希求する、９１０万神奈川県民の

心からの願いを踏みにじるものである。   

また、拉致問題の解決に関しても、一向に進展しない状況が続いている。  

政府として、北朝鮮に対して厳しい姿勢で臨むことを、改めて内外に示すとと

もに、更に実効ある対応を実施する必要がある。 

よって国会及び政府は、国際社会の結束を確認するとともに、国連の対応を中

心に、関係各国と協力しながら、平和的解決を模索し、北朝鮮に対して更なる厳

しい措置を実施し、核兵器やミサイル開発の即時中止、日本人拉致問題の完全解

決に向け、今後とも外交努力を尽くすよう強く要望する。  

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  
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